
レベル認定事業の実施体制

レベル認定委員会

ー研修機関、育成プログラムの承認等

ー共通修了試験の問題作成等※１

事務局

タスク・フォース

ワーキング・グループ

（介護人材、カーボンマネジャー、
食の６次産業化プロデューサー）

ーアセッサーの育成

①制度立ち上げ期間（平成24、25、26年度）における
運営費を、国が支援する。

②レベル認定を行うための基準や、事務局機能を担
う民間団体等の要件等については、国に設置するタ
スク・フォースの下にある業種ごとのワーキング・グ
ループにおいて決定する。

③レベル認定事業からのフィードバックを受けて、基
準のメンテナンスをする等、ワーキング・グループに
おいて、引き続き関与する。

④レベル認定委員会の委員の人選については、国が
承認する。

⑤国が策定する基準等に基づくキャリア段位制度で
あることが明らかになる名称を検討する。

（書類の事前審査、データ管理等）

国のガバナンス

実施機関

内閣府

（最終的なレベルの判定）

※２ 介護人材については、各事業所・施設においてアセッ
サーが評価したレベルについて、外部評価機関によるチェッ
クを条件として、実施機関による認定を行うことを検討。

※１ カーボンマネジャーのみ。
ー「できる」の実践的スキルの審査
外部評価機関による審査の確認※２
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